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あ
ら
ま
し

第４回定例会　市長あいさつ及び提案理由の説明�

第
４
回
定
例
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら

　
12
月
３
日（
火
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
期
の
決
定
、
諸
般
の
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
の
上
程
、
提
案
理
由
の
説
明

　
　
　
５
日（
木
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
６
日（
金
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
10
日（
火
）【
本
会
議
】議
案
質
疑
、
委
員
会
付
託

　
　
　
12
日（
木
）【
総
務
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
13
日（
金
）【
教
育
厚
生
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
16
日（
月
）【
経
済
建
設
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
17
日（
火
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
20
日（
金
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　【
本
会
議
】委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
員
の
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会

（一部抜粋）

令和6年 第４回定例会第４回定例会
◆第４回（12月）定例会は、12月３日から12月 20日までの18日間にわたり開催され、
条例の制定・改正、補正予算など15件が市長から提出されました。議案は、審査の結果、
いずれも原案のとおり、可決・承認されました。また、一般質問では８名の議員が登壇し、
市の方針等を質しました。

　令和７年、本市は９月２日に行方市市制施行
20周年を迎えます。人の人生に例えますと、一
般的に「成人」とされる大きな節目を迎えるに
当たり、市民の皆様とのこれまでの本市の歩み
を振り返るとともに、本市の真に持続可能なま
ちづくりに向けた出発点として、これから先の
20年、30年を見据えながら各種施策に取り組
んでまいらなければならないと、改めて思いを
致しております。
　現在、来年度予算の編成を行っておりますが、
本年度のこれまでの事業の評価、検討に加え、社会情勢や来たる 20周年を考慮しながら、最小の経費
で最大の効果を発揮できるよう、検討を重ねているところです。本市を取り巻く環境は、少子化・高齢
化の進展や人口減少により、相変わらず厳しい状況が続いておりますが、本市の地域資源を生かし、本
市が直面する課題と真摯に向き合うことで、将来の投資につながる施策に取り組み、持続的成長に資し
てまいりたいと考えております。
　そのためには、市民の皆様並びに議員各位のご協力は不可欠でありますので、本市の発展のために、
なお一層のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
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▼
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
　
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
４
年
法

律
第
67
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
４
年
法
律
第
68
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
係

条
例
を
一
括
し
て
整
理
す
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の

　
条
例
の
中
で
掲
げ
る
者
が
、
拘
禁
刑
以
上
に
該

当
し
た
場
合
は

　
懲
戒
等
審
査
会
に
お
い
て
、
処
分
を
決
定
す
る

形
に
な
り
ま
す
。

▼
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係

る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の

簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社

会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係

る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡

素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形

成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
６
年

法
律
第
46
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
条
例
を
一
括

し
て
整
理
す
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の

総
務
委
員
会

　
本
条
例
を
制
定
し
た
場
合
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
関
す
る
条
文
」
を
含
ん
だ
ほ
か
の
条
例

へ
の
影
響
は

　
国
か
ら
の
通
達
等
が
あ
っ
た
時
点
で
速
や
か
に

対
応
し
、
ほ
か
の
関
連
し
た
条
例
の
修
正
等
を
適

宜
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

▼
鹿
行
広
域
事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　
鹿
行
広
域
事
務
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
の
う

ち
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
訪
問
介
護
事
業
に
関
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
事
務
を
組
合
の
共
同
処
理

す
る
事
務
か
ら
除
く
た
め
、
組
合
規
約
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の

　
共
同
処
理
す
る
事
務
の
内
容
は

　
今
後
は
、
共
同
で
実
施
し
て
い
け
る
よ
う
な
事

業
に
つ
い
て
、
鹿
行
５
市
も
含
め
た
中
で
協
議
を

進
め
、
事
務
事
業
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

（
※
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
訪
問
介
護
事
業
が
除

か
れ
る
こ
と
で
、
共
同
処
理
す
る
事
務
は
、
職
員

の
共
同
研
修
・
広
域
消
防
・
広
域
火
葬
場
・
審
査

会
事
務
と
な
り
ま
す
。）

　
入
居
者
の
入
退
去
・
移
動
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
か

　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鹿
行
潮
来
荘
の
入
居
者
34
名

（
令
和
６
年
８
月
31
日
時
点
）
は
、
今
後
新
た
な

移
管
先
と
な
る
社
会
福
祉
法
人
施
設
の
方
で
受
入

れ
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
鹿
行
広
域
事
務
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
の
変

更
に
伴
う
財
産
処
分
に
つ
い
て

　
鹿
行
広
域
事
務
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
か
ら

養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
訪
問
介
護
事
業
に
関
す
る
こ

と
を
除
く
こ
と
に
伴
う
財
産
処
分
を
定
め
る
も
の

　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
事
業
の
民
間
移
管
に
伴
い
、

市
か
ら
例
年
負
担
し
て
い
た
鹿
行
広
域
事
務
組
合

負
担
金
へ
の
影
響
は

　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
事
業
特
別
会
計
の
減
額
や
、

人
事
異
動
に
伴
う
人
員
配
置
な
ど
に
よ
る
応
分
の

負
担
金
は
発
生
す
る
予
定
で
す
。
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～　議会へ請願・陳情される方へ　～

請願・陳情とは、市民が市政についての要望や意見を直接「議会」に提出する方法です。

※　請願書（陳情書）はその要旨、理由を簡単に
分かりやすく書いてください。

※　提出年月日、請願（陳情）者の住所、署名又
は記名押印してください。

※　請願書は、１人以上の紹介議員が必要で、表
紙に自筆による署名又は記名押印が必要です。

※　紹介議員がつかないときは、陳情書としてく
ださい。

※　提出方法については、議会事務局へお問い合
わせください。

○○○に関する
請願（陳情）書

紹介議員
署名又は
記名押印　　　　　印

○○○に関する請願
（陳情）

1. 要旨
2. 理由

令和　年　月　日
請願（陳情）者の住所
署名又は
記名押印　　　　　印
行方市議会議長　　殿

（表紙例） （内容例）

▼
行
方
市
医
療
福
祉
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
児
童
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
46
年
政
令
第
２
８
１

号
）、
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
36
年
政
令

第
４
０
５
号
）
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
50
年
政
令
第
２
０
７

号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
　
上
位
法
の
改
正
か
ら
、
今
回
の
本
条
例
改
正
に

至
る
ま
で
の
事
務
の
流
れ
は

　
上
位
法
が
改
正
さ
れ
、
児
童
手
当
施
行
令
と
特

別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
条
例
が
改

正
さ
れ
た
の
で
、
県
に
お
い
て
関
連
す
る
医
療
福

祉
費
（
マ
ル
福
）
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。
そ
れ
に
合
わ
せ
、
本
市
で
も
改
正
を

行
う
も
の
で
す
。

　
今
回
新
た
に
該
当
と
な
る
方
が
い
る
場
合
の
周

知
方
法
は

　
該
当
と
な
る
方
へ
は
通
知
文
を
送
付
し
ま
す
。

申
請
後
に
判
定
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま

す
。

▼
行
方
市
学
習
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び
行
方
市
公
民
館

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
行
方
市
学
習
セ
ン
タ
ー
及
び
公
民
館
の
貸
館
時
間

を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の　

今
回
の
貸
館
時
間
の
変
更
は
、
市
民
か
ら
の
要

望
を
受
け
た
も
の
か
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響

に
よ
る
も
の
か

　
利
用
者
の
方
々
か
ら
「
コ
ロ
ナ
禍
同
様
に
換
気

の
時
間
を
設
け
て
ほ
し
い
」「
前
後
の
利
用
団
体

等
の
ス
ム
ー
ズ
な
入
替
え
を
行
う
た
め
に
、
空
き

時
間
を
設
け
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要
望
が
あ
り
ま

し
た
。
公
民
館
運
営
審
議
会
か
ら
も
「
利
用
者
の

片
付
け
や
準
備
時
間
を
設
け
る
こ
と
で
、
利
便
性

の
向
上
が
図
れ
る
。
換
気
等
の
衛
生
管
理
を
行
う

こ
と
で
、
利
用
者
の
安
全
性
の
向
上
も
図
れ
る
」

と
い
う
意
見
も
あ
り
、
今
回
の
貸
館
時
間
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

教
育
厚
生

員
委

会
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▼
行
方
市
と
茨
城
県
信
用
保
証
協
会
と
の
損
失

補
償
金
寄
託
契
約
に
基
づ
く
回
収
納
付
金
を

受
け
取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
産
業
へ
の
投
資
を

促
進
す
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
６
年
法
律
第
45
号
）

に
よ
り
、
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
25
年
法

律
第
98
号
）
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の

▼
あ
そ
う
温
泉
「
白
帆
の
湯
」、
天
王
崎
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー

及
び
行
方
市
北
浦
荘
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
２
４
４
条
の
２

第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
、
同

条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の

１　
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設

　
　
（
１
）
あ
そ
う
温
泉
「
白
帆
の
湯
」

　
　
　
　
　
行
方
市
麻
生
４
２
１
番
地
３

　
　
（
２
）
天
王
崎
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
行
方
市
麻
生
４
１
９
番
地
１

　
　
（
３
）
行
方
市
北
浦
荘

　
　
　
　
　
行
方
市
山
田
１
２
１
番
地

２　
指
定
管
理
者

　
　
茨
城
県
行
方
市
浜
６
８
５
番
地
２

　
　
　
株
式
会
社
三
衛
不
動
産

　
　
　
　
代
表
取
締
役　
髙
須　
凛
人

３　
指
定
期
間

　
　
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で

　
令
和
５
年
度
の
収
支
決
算
書
に
よ
る
と
、
か
な
り
の
赤
字

だ
と
聞
い
て
い
る
が
、
物
価
や
燃
料
費
が
高
騰
し
て
い
る
中

で
、
市
と
し
て
指
定
管
理
料
の
考
え
方
は

　
赤
字
の
要
因
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
も
あ
り
、
以
前
と
比
べ
て
、
指
定
管
理
者
が
行
っ
て
い

る
自
主
事
業
が
手
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
指
定
管
理
料
に
つ
い
て
は
、
物
価
高
騰
も
見
込
ん
で
の

算
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、新
た
な
指
定
管
理
者
が
、

現
行
の
指
定
管
理
料
の
中
で
事
業
を
遂
行
で
き
る
と
判
断
さ

れ
た
と
市
の
方
で
は
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

▼
行
方
市
土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
等
の

規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

　

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
36
年
法
律
第

１
９
１
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
同
法
と
重
複
す

る
規
定
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
茨
城
県
土
砂

等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る

条
例
（
平
成
15
年
茨
城
県
条
例
第
67
号
）
と
整

合
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
市
役
所
へ
の
届
け
出
や
申
請
の
流
れ
は

　
農
地
の
客
土
に
関
し
て
は
今
ま
で
ど
お
り

申
請
手
続
き
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
担
当

課
が
現
地
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

討
論
が
あ
り
ま
し
た

　
　
【
反
対
討
論
】

　
×
埋
立
て
が
宅
地
だ
け
で
な
く
、
農
地
の
客

土
に
係
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
反
対

　

×
農
地
の
客
土
に
も
係
わ
る
内
容
で
あ
れ

ば
、
農
業
に
相
当
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る

の
で
は
な
い
か

　
　
【
賛
成
討
論
】

　
〇
今
回
は
上
位
法
の
改
正
に
伴
う
も
の
で
あ

る
た
め
、
必
要
な
改
正
で
あ
る

経
済
建
設

員
委

会



付託案件の審査
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▼
令
和
６
年
度
行
方
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５

号
）
に
つ
い
て

　
一
般
会
計
に
補
正
の
必
要
が
生
じ
た
の
で
、
地
方

自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
２
１
８
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
提
案
す
る
も
の

　
　
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
事
務
費

　
戸
籍
に
氏
名
の
振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
る
こ
と

の
メ
リ
ッ
ト
は

　
（
現
在
、
行
政
機
関
が
保
有
す
る
氏
名
デ
ー
タ

の
多
く
は
漢
字
で
の
標
記
の
た
め
、）
氏
名
を
漢

字
で
検
索
し
よ
う
と
す
る
と
煩
雑
で
時
間
が
か
か

り
ま
す
が
、
戸
籍
に
振
り
仮
名
を
記
載
す
る
こ
と

で
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
の
検
索
が
効
率
化
さ
れ
、

間
違
い
も
防
げ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

戸
籍
の
証
明
書
に
振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の

は
、
本
人
確
認
資
料
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
し
て
、
一
つ
の
氏
名
で
振
り
仮
名
を
複

数
使
用
し
別
人
を
装
う
と
す
る
な
ど
の
不
正
行
為

を
防
ぐ
こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

常
任

予
算
決
算

員
委

会

　
　
園
芸
農
業
振
興
事
業

　
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
事
業
費
補
助

金
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
認
定
方
法
が
あ
る
の

か
　
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
申
請
者

の
申
請
内
容
と
、
ほ
場
や
農
作
物
の
現
況
等
を
、

第
三
者
機
関
で
検
査
し
認
定
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
。
今
回
の
認
証
を
受
け
た
方
が
、
そ
の
認

証
を
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
農
作
物
の

付
加
価
値
等
を
含
め
差
別
化
を
図
っ
て
い
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　
　
鳥
獣
被
害
対
策
事
業

　
現
在
、
イ
ノ
シ
シ
の
被
害
が
増
え
て
い
る
よ
う

だ
が
、
狩
猟
期
間
と
補
助
金
の
支
払
い
方
法
は

　
狩
猟
期
間
は
11
月
か
ら
３
月
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
実
際
に
は
猟
友
会
が
一
年
を
通
し
て
イ

ノ
シ
シ
を
捕
獲
で
き
る
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、

４
月
か
ら
11
月
ま
で
、
各
猟
友
会
の
団
体
が
準
備

と
活
動
が
で
き
る
よ
う
、
捕
獲
し
た
イ
ノ
シ
シ
の

頭
数
を
賄
え
る
よ
う
な
金
額
で
、
年
度
当
初
に
お

支
払
い
を
し
て
い
ま
す
。

　
11
月
か
ら
は
狩
猟
期
間
で
す
の
で
、
１
頭
１
万

円
の
計
算
で
今
後
支
払
う
予
定
で
す
。

　
　
債
務
負
担
行
為
補
正

　
あ
そ
う
温
泉
「
白
帆
の
湯
」、
天
王
崎
観
光
交

流
セ
ン
タ
ー
及
び
行
方
市
北
浦
荘
指
定
管
理
料
の

積
算
根
拠
は

　
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
も
と
に
、
支
出
に
つ
い
て

は
人
件
費
、
管
理
費
、
水
道
光
熱
費
、
運
営
費
を

見
込
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
、収
入
に
つ
い
て
も
、

利
用
者
数
の
見
込
み
や
一
人
当
た
り
の
客
単
価
に

つ
い
て
コ
ロ
ナ
禍
前
を
目
安
に
算
出
し
て
お
り
ま

す
。
指
定
管
理
制
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
民
間
の

力
を
活
用
し
、
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
市

の
負
担
削
減
も
目
標
と
し
て
お
り
ま
す
。
近
年
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
も
あ
り
、

自
主
事
業
自
体
が
低
迷
し
て
い
ま
し
た
が
、
自
主

事
業
の
活
性
化
に
よ
り
黒
字
化
を
見
込
ん
だ
こ
と

か
ら
、昨
年
度
と
同
額
の
金
額
を
算
定
し
ま
し
た
。

　
中
学
生
海
外
派
遣
研
修
事
業
委
託
料
を
債
務
負

担
行
為
と
し
た
理
由
は

　
委
託
事
業
者
選
定
を
早
期
に
進
め
る
こ
と
で
、

現
地
校
及
び
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
先
の
調
整
を
円
滑
に

行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
債
務
負
担

行
為
の
設
定
を
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。



なめがたネット放送局を検索し、市議会録画中継へ
これまでの録画中継はこちらから▶

本会議の様子を「なめがたエリアテレビ」にて、
生中継しています。

　インターネット（パソコン、スマホ）
では、録画中継をしています。
　現在、平成 29年第２回定例会から
令和６年第３回定例会までがご覧にな
れます。準備が整い次第、令和６年第
４回定例会も公開いたします。
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《市長提出議案》

令和６年第４回行方市議会定例会　提出議案議決結果
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

議案第 64号
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に
関する条例の制定について

原案可決
（全会一致）

総務委員会

議案第 65号

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性
の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジ
タル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
係条例の整理に関する条例の制定について

原案可決
（全会一致）

総務委員会

議案第 66号
行方市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例に
ついて

原案可決
（全会一致）

教育厚生委員会

議案第 67号
行方市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づ
く回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改
正する条例について

原案可決
（全会一致）

経済建設委員会

議案第 68号
行方市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一
部を改正する条例について

原案可決
（全会一致）

経済建設委員会

議案第 69号
行方市学習センター条例及び行方市公民館条例の一部を改正
する条例について

原案可決
（全会一致）

教育厚生委員会

議案第 70号 鹿行広域事務組合規約の変更について
原案可決
（全会一致）

総務委員会

議案第 71号
鹿行広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分
について

原案可決
（全会一致）

総務委員会

議案第 72号
あそう温泉「白帆の湯」、天王崎観光交流センター及び行方
市北浦荘の指定管理者の指定について

原案可決
（全会一致）

経済建設委員会
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第４回（12月）定例会で補正された予算（令和６年度）
議案番号 補正額（総額） 主な内容 議決結果

報告第 26号

一般会計（第４号）

2,304 万円　増額

（198億 3,473 万６千円）
・衆議院議員総選挙費　/　2,304 万円

原案承認

（全会一致）

議案第73号

一般会計（第５号）

４億4,599万９千円　増額

（202億 8,073万５千円）

・財政調整基金積立金　/　２億 8,943 万９千円

・公共施設整備基金積立金　/　１億 2,000 万７千円

・子ども・子育て支援事業　施設型給付費 /

� 4,730 万１千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

原案可決

（全会一致）

議案第74号

国民健康保険特別会計

�（第２号）

335万３千円　減額

（47億 6,458 万９千円）
・職員給与費　/　△ 335万３千円

原案可決

（全会一致）

議案第75号

介護保険特別会計

（第２号）

保険事業勘定

7,163 万９千円　増額

（40億 1,992 万円）

・職員給与費　/　△ 1,085 万８千円

・国庫支出金等償還金　/　5,563 万３千円

・一般会計操出金　/　2,686 万４千円
原案可決

（全会一致）
介護サービス事業勘定

82万６千円　増額

（132万６千円）

・一般会計繰出金　/　82万６千円

議案第76号

水道事業会計

（第２号）

【収益的収入】

969万円　増額

（９億 3,269 万４千円）

【収益的支出】

1,169 万４千円　増額

（８億 1,938 万５千円）

【収益的収入】

・他会計補助金　/　969万円

【収益的支出】

・受水費及び職員給与費　/　1,169 万４千円　

原案可決

（全会一致）

議案第77号

下水道事業会計

（第１号）

【収益的収入】

1,021 万１千円　増額

（８億 5,322 万６千円）

【収益的支出】

1,021 万１千円　増額

（８億 5,322 万６千円）

【収益的収入】

・他会計補助金　/　1,021 万１千円

【収益的支出】

・職員給与費　/　1,021 万１千円

原案可決

（全会一致）

※補正予算は予算決算常任委員会に付託されました。



行方市の情報をスマートフォンやタブレット、パソコンで！

まちの情報をまちの情報を
電子アプリでお届けします電子アプリでお届けします

紙
報
広

紙
報
広 日日

　
常常 し

ら
く

し
ら
く 防防

　
災災

無料 FREE

カタログポケット

Catalog Pocket
「Catalog Pocket」は

まちのさまざまな情報を閲覧できるアプリです。
アプリ上で登録をすれば

プッシュ通知で確実に情報をお届け。
多言語対応＆音声読み上げもできます。

Catalog Pocket
カタポケ ■iPhone ■Android

PC も可無料 FREE
 ※ PC 版はプッシュ通知はありません。

まちのまちの

広報紙広報紙

行方市のコンテンツはこちら▶

※　デジタルブックの配信は発行日の 10日後となります。

無料アプリ『カタポケ』
このアイコンが目印です。

スマホで読める！議会だより
デジタルブック配信しています

○ブラウザでもアプリでも、スマホやタブレットで読めます。
○ 10言語で読めます。
○音声読み上げもできます。
○文字サイズを調整できます。
　※ブラウザは音声読み上げに対応しておりません。
音声読み上げには無料アプリ（カタポケ）の
インストールが必要です。

9 行方市議会だより No.78


